
告 示

�愛媛県規則第４５号
愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県農業改良資金貸付規則（昭和６０年愛媛県規則第３５号

）の一部を次のように改正する。

第３条ただし書中「第５号まで」を「第４号まで及び第６

号」に、「第６号」を「第５号に掲げるものにあつては同条

第１号から第８号まで及び第１１号に掲げる資金の貸付けに、

第７号」に改め、同条第５号中「要件」の下に「（水田作及

び畑作に係る農業経営以外の場合にあつては、エを除く。）

」を加え、「作業受託組織等の」を削り、「任意団体」の下

に「（以下「集落営農組織」という。）」を加え、同号中ア

を削り、イをアとし、アの次に次のように加える。

イ 一元的に経理を行つていること。

ウ 原則として５年以内に農業生産法人（農地法（昭和

２７年法律第２２９号）第２条第７項に規定する農業生産

法人をいう。）に組織変更する旨の目標を有している

こと。

エ 農用地の利用の集積の目標を定めていること。

オ 主たる従事者又は運営の中心となる者が農業経営基

盤強化促進法第６条第１項の規定に基づき市町が定め

る基本構想の目標農業所得額と同等以上の農業所得の

目標額を定めていること。

第３条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加

える。

� 作業受託組織等の農業者の組織する法人格を有しない

任意団体（集落営農組織を除く。）であつて、第１号か

ら第４号までに掲げる者がその構成員の過半を占め、か

つ、前号アに規定する規約を有しているもの

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１０１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は今治市の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則……………５８７

告 示

○ 新たに生じた土地の確認（今治市）………………………………５８７

○ 字の区域の変更（ 〃 ）…………………………………………５８８

○ 救急病院の協力申出…………………………………………………５８８

○ 指定自立支援医療機関の指定………………………………………５８８

○ 指定試験実施機関の指定……………………………………………５８８

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………５８８

○ 愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部改正…………５８９

○ 土地改良区役員の就退任の届出（６件）…………………………５８９

○ 土地改良事業の工事完了の届出（６件）…………………………５９１

○ 愛媛県果樹農業振興計画の公表について…………………………５９１

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………５９４

○ 道路の区域変更（県道無月宇和島線）……………………………５９４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………５９５

○ 道路の区域変更（県道三坂松山線）………………………………５９５

○ 道路の区域変更（県道松山伊予線）………………………………５９５

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………５９５

○ 指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部

改正……………………………………………………………………５９６

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告（３件

）………………………………………………………………………５９６

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告…………………５９６

人事委員会公告

○ 平成１８年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試

験公告…………………………………………………………………５９７

○ 平成１８年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者

試験公告………………………………………………………………６００

○ 平成１８年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者

試験公告………………………………………………………………６０３

雑 報

○ 平成１８年度行政書士試験の実施について…………………………６０５

任 免 辞 令

○ 公営企業任免辞令（３件）…………………………………………６０６

規 則 新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市波方町波方字石持甲１５７１の１、甲１５７６の２
、甲１５７６の４、甲１６０９の４、甲１６０９の５、甲１６０９
の１３から甲１６０９の１６まで、甲１６０９の１９から甲１６０９
の２１まで、甲１６１３の２、甲３６４７の３、乙４８０の５１
、乙４８０の７６、乙４８１の５、乙４８１の１５、乙４８１の１７
、乙４８１の１８、乙４８１の４４、乙４８１の４６、乙４８１の５０
から乙４８１の５３まで、乙４８２の２、乙４８２の３及び
乙４８２の１０の地先

５２，６３４．３４

毎週（火・金）曜日発行 第１７７５号 平成１８年７月７日

平成１８年７月７日金曜日 第１７７５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１０１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０１８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項

の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した

。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０２０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第６９条の２７第１項の

規定により、指定試験実施機関を次のとおり指定した。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

２ 主たる事務所の所在地

松山市持田町三丁目８番１５号

３ 指定年月日

平成１８年５月１０日

�愛媛県告示第１０２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキ北条店 松山市北条辻４１０番
１外

大規模小売店舗を設置する
者の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
山下雄輔
えひめ中央農業協
同組合
代表理事組合長
上田宗徳

ダイキ株式会社
代表取締役
山下雄輔
えひめ中央農業協
同組合
代表理事理事長
三好功

平成１６年
８月１３日

平成１８年
６月２３日

大規模小売店舗において小
売業を行う者の代表者の氏
名

えひめ中央農業協
同組合
代表理事組合長
上田宗徳

えひめ中央農業協
同組合
代表理事理事長
三好功

大規模小売店舗において小
売業を行う者

ダイキ株式会社、
株式会社レデイ薬
局、えひめ中央農
業協同組合

ダイキ株式会社、
えひめ中央農業協
同組合

平成１８年
５月３１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

波方町波
方字石持

今治市波方町波方字石持甲１５７１の１、甲
１５７６の２、甲１５７６の４、甲１６０９の４、甲
１６０９の５、甲１６０９の１３から甲１６０９の１６ま
で、甲１６０９の１９から甲１６０９の２１まで、甲
１６１３の２、甲３６４７の３、乙４８０の５１、乙
４８０の７６、乙４８１の５、乙４８１の１５、乙４８１
の１７、乙４８１の１８、乙４８１の４４、乙４８１の
４６、乙４８１の５０から乙４８１の５３まで、乙４８
２の２、乙４８２の３及び乙４８２の１０の地先
公有水面埋立地

５２，６３４．３４

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

宇和島市立津島
病院

宇和島市津島町高田丙
１５番地 宇 和 島 市

平成２１年
６月２７日
まで

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

なかの泌尿器科
八幡浜市保内町喜
木１番耕地２４０番
地１

腎臓に関する医療
（育成医療・更生
医療）

平成１８年
５月１日

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号

５８８
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�愛媛県告示第１０２２号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月

愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定

は、平成１８年５月２４日以降利子補給承認される農業近代化資

金について適用し、同日前に利子補給承認された農業近代化

資金については、なお従前の例による。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表第１号の項利子補給率の欄及び同表第２号の項

同欄を次のように改める。

年１分２厘５毛
（青年農業者に
農業生産又は農
産物処理加工に
伴つて生ずる公
害防止のために
必要な施設の改
良、造成又は取
得に必要な資金
を貸し付ける場
合にあつては、
年１厘を加算す
る。）

年１分２厘５毛 年４厘

年１分２厘５毛 同上 同上

第２条の表第４号の項利子補給率の欄及び同表第５号の項

同欄を次のように改める。

年１分２厘５毛
（青年農業者に
貸し付ける場合
にあつては、年
１厘を加算する
。）

同上 同上

年１分２厘５毛 同上 同上

�������
�愛媛県告示第１０２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市下島山土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市港新地土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 田 忠 士 西条市下島山甲９２０

〃 森 本 仁 西条市下島山甲１６９

〃 浅 野 巧 西条市下島山甲７０８

〃 森 久 一 西条市下島山甲２４９４

〃 西 原 修 造 西条市下島山甲２３０６番２

〃 高 橋 由 則 西条市下島山甲５６７

〃 高 橋 正 男 西条市下島山甲６７７

〃 河 端 功 蔵 西条市下島山甲１９５２

〃 河 端 通 保 西条市下島山甲１８５６

〃 川 上 昭 芳 西条市船屋甲４０２－５

〃 坪 井 貞 西条市船屋甲５４９

監 事 森 本 貞 俊 西条市下島山甲１１８番地

〃 浅 野 延 夫 西条市下島山甲７２２－３

〃 河 野 満 雄 西条市下島山甲１２８８－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 田 忠 士 西条市下島山甲９２０

〃 森 本 仁 西条市下島山甲１６９

〃 浅 野 巧 西条市下島山甲７０８

〃 森 久 一 西条市下島山甲２４９４

〃 高 橋 照 雄 西条市下島山甲５７６

〃 河 端 正 義 西条市下島山甲１８５１

〃 川 上 昭 芳 西条市船屋甲４０２－５

〃 坪 井 貞 西条市船屋甲５４９

〃 三 浦 圭 西条市下島山甲１５７４

監 事 森 本 貞 俊 西条市下島山甲１１８番地

〃 浅 野 延 夫 西条市下島山甲７２２－３

〃 河 野 満 雄 西条市下島山甲１２８８－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 眸 西条市港４９９番地

〃 藤 田 譲 西条市樋之口４５６番地の８

〃 藤 田 敏 満 西条市明屋敷７２１番地の１

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号

５８９



退 任
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�愛媛県告示第１０２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１０２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市朝生田町土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

〃 宮 嶋 英 忠 西条市本町９４番地

〃 築 山 富 市 西条市市塚６４番地

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 鈴 木 豊 西条市古川１５３番地の３

監 事 安 部 正 則 西条市朔日市１３９番地

〃 田 坂 孝 志 西条市樋之口１４７番地の５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 眸 西条市港４９９番地

〃 松 本 義 治 西条市港３０７番地

〃 藤 田 安 夫 西条市樋之口４４４番地

〃 宮 嶋 英 忠 西条市本町９４番地

〃 築 山 富 市 西条市市塚６４番地

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 鈴 木 豊 西条市古川１５３番地の３

監 事 安 部 正 則 西条市朔日市１３９番地

〃 田 坂 孝 志 西条市樋之口１４７番地の５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 雄 西条市朔日市５５１番地の１

〃 藤 田 要 雄 西条市玉津６６６番地の３

〃 森 壽 西条市玉津８１番地

〃 渡 辺 良太郎 西条市朔日市１８３番地の２

〃 土 野 勝 西条市朔日市１７９番地の２

〃 真 木 繁 隆 西条市明屋敷５２番地

〃 桑 原 幸 治 西条市朔日市２２８番地

〃 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地の２

監 事 築 山 文 市 西条市玉津６８９番地の３

〃 岡 田 友 吉 西条市朔日市７１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 雄 西条市朔日市５５１番地の１

〃 藤 田 要 雄 西条市玉津６６６番地の３

〃 森 壽 西条市玉津８１番地

〃 菅 敏 治 西条市朔日市３７９番地

〃 矢 野 競 西条市朔日市３３５番地

〃 真 木 繁 隆 西条市明屋敷５２番地

〃 桑 原 幸 治 西条市朔日市２２８番地

〃 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地の２

監 事 築 山 文 市 西条市玉津６８９番地の３

〃 岡 田 友 吉 西条市朔日市７１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 徹 新居浜市北内町一丁目１２－１８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 鳥 勝 利 新居浜市西連寺町一丁目８－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 要 松山市朝生田町二丁目２－１５

〃 朝 野 武 雄 松山市朝生田町七丁目７－２１

〃 八 塚 茂 敏 松山市朝生田町二丁目８－１８

〃 佐 藤 恒 和 松山市朝生田町三丁目７－７

〃 前 善次郎 松山市朝生田町二丁目３－３

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町二丁目６－８

〃 朝 村 睦 松山市朝生田町七丁目５－２５

監 事 朝 井 孝 雄 松山市朝生田町七丁目１４－４５

〃 北 村 哲 松山市朝生田町四丁目４－１３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 要 松山市朝生田町二丁目２－１５

〃 朝 野 武 雄 松山市朝生田町七丁目７－２１

〃 八 塚 茂 敏 松山市朝生田町二丁目８－１８

〃 佐 藤 恒 和 松山市朝生田町三丁目７－７

〃 前 善次郎 松山市朝生田町二丁目３－３

〃 大 野 高 明 松山市朝生田町二丁目７－２３

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町二丁目６－８

監 事 朝 井 孝 雄 松山市朝生田町七丁目１４－４５

〃 北 村 哲 松山市朝生田町四丁目４－１３
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により、松山市祝谷土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、久万高原町から次のとおり土地改良事業の工

事が完了した旨の届出があった。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３５号
果樹農業振興特別措置法（昭和３６年法律第１５号）第２条の３第１項の規定に基づき平成２７年度を目標とする愛媛県果樹農業

振興計画を定めたので、その概要を次のとおり公表する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 果樹農業の振興に関する方針

� 基本的な考え方

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 丸 山 隆 松山市祝谷四丁目９－２２

〃 古茂田 宏 則 松山市祝谷町一丁目７－４

〃 野 本 菅 栄 松山市祝谷六丁目１２０９

監 事 野 本 和 馬 松山市祝谷六丁目１３０１－３

〃 古茂田 一 松山市祝谷二丁目７－３８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 本 和 馬 松山市祝谷六丁目１３０１

〃 古茂田 一 松山市祝谷二丁目７－３８

〃 丸 山 良 彦 松山市祝谷六丁目１２１２

監 事 西 山 誉志道 松山市祝谷町一丁目７－２４

〃 野 本 菅 栄 松山市祝谷六丁目１２０９

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 釣井地区 平成１８年３月２４日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
農道） 沢渡先場地区 平成１７年９月１０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 横通地区 平成１８年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 長瀬地区 平成１８年３月２４日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 田渡野瀬地区 平成１８年３月２４日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 高山地区 平成１８年３月２４日
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本県果樹農業は、園地整備の遅れ、担い手不足や高齢化の進展、出荷時期の集中など、産地の競争力等を確保する上で

、多くの課題が残されている。

こうした状況の下、『売れる商品の生産・生産コストの低減・経営リスクの分散』を目指し、将来の需給動向を見据え

、次の事項を推進し、安定した需要と価格を確保することができる競争力のある産地への再編を図る。

ア 消費者や市場に軸足をおいた売れる果樹産地づくりのための果樹産地構造改革計画の策定、需要動向に即した生産の

推進、競争力ある高品質果実の生産、省力化・コスト低減等を目指した生産基盤の整備等

イ 担い手が意欲的に取り組める果樹経営づくりのための農業団体と行政の連携による支援体制の充実、園地集積や生産

基盤の整備、担い手を中心とした生産の組織化、優良品種や栽培技術の開発普及等

ウ 長期展望に立った果樹の需要づくりのための果実のブランド化の推進、「毎日くだもの２００ｇ運動」の推進、新規需

要の開発等

エ 販売環境の変化に応じた流通販売体制づくりのための販売方法の多角化、集出荷施設等の効率的運営等

� 果樹の種類別振興方針

振興の対象とする果樹は次のとおりとし、それぞれの果樹について振興方針を定めた。

ア かんきつ類の果樹 うんしゅうみかん、いよかん、不知火、ぽんかん、清見、なつみかん、はっさく、ネーブルオレ

ンジ、その他かんきつ

イ その他の果樹 かき、くり、キウイフルーツ、ぶどう、なし、もも、びわ、うめ、すもも、りんご

２ 栽培面積その他果実の生産の目標

平成２７年度の生産量及び栽培面積の目標を次表のとおり設定した。

対象果樹の種類

平成１５年度の状況 平成２７年度の目標

生 産 量 栽 培 面 積 生 産 量 栽 培 面 積
現 状 対 比

生 産 量 栽 培 面 積

うんしゅうみか ん
トン

１９５，２００
ヘクタール

８，６２０
トン

１６５，９００
ヘクタール

６，６３０
パーセント

８５
パーセント

７７

そ
の
他
の
か
ん
き
つ
類

い よ か ん ９５，５００ ５，９１０ ６７，６００ ３，３８０ ７１ ５７

不 知 火 ５，７５９ ６２７ １３，７００ ６８０ ２３８ １０８

ぽ ん か ん ８，４８７ ５４８ １０，５００ ５３０ １２４ ９７

清 見 ７，２０３ ５２３ ９，５００ ４７０ １３２ ９０

な つ み か ん １４，５００ ９２１ １４，２００ ７９０ ９８ ８６

は っ さ く ４，８００ ４２９ ４，２００ ２６０ ８８ ６１

ネーブルオレンジ １，８００ ２１７ １，６００ １１０ ８９ ５１

そ の 他 ８，３６９ ８１１ ３０，３００ ２，４１０ ３６２ ２９７

計 １４６，４１８ ９，９８６ １５１，６００ ８，６３０ １０４ ８６

小 計 ３４１，６１８ １８，６０６ ３１７，５００ １５，２６０ ９３ ８２

か き １１，４００ ９０１ １５，８００ ８３０ １３９ ９２

く り ２，２００ ２，８３０ ２，４００ ２，１６０ １０９ ７６

キ ウ イ フ ル ー ツ ８，８５０ ５３１ １１，４００ ５４０ １２９ １０２

ぶ ど う １，４８０ １９５ ２，２００ ２２０ １４９ １１３

な し １，２９０ １１６ １，７００ １３０ １３２ １１２

も も １，０８０ １３８ １，８００ １５０ １６７ １０９

び わ ８０１ １３７ １，２００ １４０ １５０ １０２

う め １，０５０ ３２７ ２，４００ ４００ ２２９ １２２

す も も １４９ ５９ ４００ ７０ ２６８ １１９

り ん ご １６１ １３ ５００ ３０ ３１１ ２３１

小 計 ２８，４６１ ５，２４７ ３９，８００ ４，６７０ １４０ ８９
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合 計 ３７０，０７９ ２３，８５３ ３５７，３００ １９，９３０ ９７ ８４

注 平成２７年度の目標の現状対比については、平成１５年度の状況に対する比率

３ 自然的経済的条件に応ずる近代的な果樹園経営の指標

� 栽培に適する自然的条件

適地適作による高品質果実の安定生産を推進するため、栽培に適する気象条件等の自然的条件の基準を設定した。

� 近代的な果樹園経営の指標

生産性の高い果樹園経営の実現を図るため、目標とすべき単位面積当たりの生産量及び労働時間等の経営指標を設定し

た。

また、果樹園経営の主たる従事者の年間労働時間目標をおおむね２，０００時間とし、１経営体当たりの所得目標をおおむ

ね７５０万円とする経営指標を設定した。

４ 土地改良その他生産基盤整備に関する事項

果樹園経営における管理作業の省力化及び軽労働化を図るため、基盤整備の推進を図ることとし、平成２７年度までの整備

の目標を次表のとおり設定した。

栽 培 面 積 農 道 園 内 作 業 道

平 成 １５ 年
�

平成２７年目標
�

整 備 面 積
�

整 備 計 画
�

整 備 率
�／�

目標整備率
（�＋�）／�

整 備 面 積
�

整 備 計 画
�

整 備 率
�／�

目標整備率
（�＋�）／�

ヘクタール
２３，９２０

ヘクタール
２０，０８０

ヘクタール
１５，２８７

ヘクタール
１，８５０

パーセント
６４

パーセント
８５

ヘクタール
１０，７０７

ヘクタール
３，１３０

パーセント
４５

パーセント
６９

畑地かんがい 園 地 改 造

整 備 面 積
	

整 備 計 画



整 備 率
	／�

目標整備率
（	＋
）／�

整 備 面 積
�

整 備 計 画
�

整 備 率
�／�

目標整備率
（�＋�）／�

ヘクタール
１３，０５８

ヘクタール
２，１８０

パーセント
５５

パーセント
７６

ヘクタール
６，２４４

ヘクタール
１，９３０

パーセント
２６

パーセント
４１

５ 果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項

本県果実の競争力を高めるため、次の事項に重点を置いて流通の合理化を推進する。

� 販売環境の変化に応じた流通販売体制づくり

� 流通方法等の改善によるコストの低減

 集出荷施設の効率的運営体制の構築

� 品質に着目した出荷規格の改善

６ 果実の加工の合理化に関する事項

食生活の洋風化や簡便化が進展する中、次の事項に重点を置いて果実の加工の振興を図る。

� 消費者ニーズに対応した新製品の開発

� 加工場の合理化

 需給調整機能の維持

７ その他必要な事項（広域濃密生産団地形成に関する方針）

多様化する消費者ニーズや販売流通に対応した産地づくりを推進するため、次表のとおり、１２の広域濃密生産団地を定め

、適地適作を基本とした特色ある果樹生産を推進する。

対 象 果 樹

団 地 名 か ん き つ 類 落 葉 果 樹 関 係 市 町 名

基 幹 品 目 振 興 品 目 基 幹 品 目 振 興 品 目

宇 摩 うんしゅうみかん 不知火、はるか等 うめ、キウイフルー
ツ等 四国中央市

新 居 うんしゅうみかん 不知火等 キウイフルーツ、か
き等 新居浜市、西条市

周 桑 うんしゅうみかん、
いよかん せとか等 かき、うめ、キウイ

フルーツ 西条市

越 智 うんしゅうみかん、
いよかん、不知火

はるみ、せとか、は
れひめ、レモン等

キウイフルーツ、な
し かき等 今治市、上島町

温 泉 うんしゅうみかん、
いよかん、不知火

はるみ、まりひめ、
せとか、はれひめ、
カラ等

キウイフルーツ、ぶ
どう、もも

いちじく、ブルーベ
リー等 松山市、東温市

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号
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�愛媛県告示第１０３６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、愛南町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡愛南町鯆越３００番から同３１１番までの地先の

公有水面

� 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線、８点と

９点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０

メートル）における公有水面と陸地との境界線、並びに

９点と１点を結ぶ公有水面と鯆越防波堤（Ｃ．Ｄ．Ｌ．

＋２．１０メートル）との境界線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町鯆越３００番地先の鯆越防波堤に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５６分３４秒、東経１３２度

３４分４８秒の地点

１点は、基点から真北２５４度１５分１２秒４０．２８メートル

の地点

２点は、１点から真北１６５度０６分２４秒１．７１メートルの

地点

３点は、２点から真北２５５度０６分２４秒３．１０メートルの

地点

４点は、３点から真北１６５度０６分２４秒８４．３３メートル

の地点

５点は、４点から真北２０６度５６分３２秒８６．７３メートル

の地点

６点は、５点から真北１１６度５６分３２秒３．１０メートルの

地点

７点は、６点から真北２０６度５６分３２秒８．３０メートルの

地点

８点は、７点から真北２９７度００分０６秒２９．７０メートル

の地点

９点は、８点から真北１１度５０分４３秒１５５．７１メートルの

地点

� 面積

４，４３７．１４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年２月２４日 愛媛県指令１４港第８６６号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年７月７日

上 浮 穴 くり りんご等 久万高原町、内子町

伊 予
ハウスみかん、うん
しゅうみかん、いよ
かん、不知火

はるみ、まりひめ等 くり、キウイフルー
ツ、かき びわ、うめ等 伊予市、松前町、砥部町

喜 多 うんしゅうみかん はるみ、ゆず等
かき、くり、ぶどう
、キウイフルーツ、
なし

大洲市、内子町

西 宇 和
うんしゅうみかん、
いよかん、不知火、
清見、甘夏柑

はるみ、せとか、は
れひめ、カラ等

かき、キウイフルー
ツ等 八幡浜市、伊方町、西予市

東 宇 和 うんしゅうみかん、
ぽんかん

不知火、清見、せと
か、河内晩柑、ゆず
等

くり、ぶどう等 西予市

北 宇 和 うんしゅうみかん、
ぽんかん

不知火、河内晩柑、
せとか、カラ、ゆず
等

くり、キウイフルー
ツ、ぶどう、びわ もも、うめ等 宇和島市、鬼北町、松野町

南 宇 和 河内晩柑、甘夏柑 不知火、ぽんかん等 うめ等 愛南町

�愛媛県告示第１０３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲５９２番５から

同市坂下津丙６４番１まで

旧 ４．０～７．０ ０．１０４

新 １１．６～４８．６ ０．１０４

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号
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�愛媛県告示第１０３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 宇和島市坂下津丙６４番１
旧 ４．４～８．４ ０．０９３

新 ４．４～８．４
１６．０～３７．０

０．０９３
０．０５４

〃 〃
宇和島市坂下津丙６４番１から

同市坂下津甲５９３番４まで

旧 ４．０～８．２ ０．４３０

新 １１．０～５２．０ ０．４３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲５９２番５から

同市坂下津甲１２８番２地先まで
平成１８年７月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市窪野町乙４９番１地先から

同町甲２３１地先まで

旧 ３．２～１０．５ ０．１５０

新 ７．０～２１．０ ０．１５０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山伊予線
松山市古川北２６２番１地先から

同市古川西二丁目１０５５番４まで

旧 ６．５～３２．０ ０．５４５

新 １６．０～４５．０ ０．５４５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第１３号

平成１８年６月２６日
伊予市下吾川字柳１３０番３

伊予市下吾川９５２番地５
寺 岡 英 雄

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号
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�愛媛県告示第１０４２号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭

和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し

、平成１８年７月１０日から施行する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

二の項�２の表位置の欄中「宇和島市新町一丁目４の３」
を「宇和島市栄町港三丁目７番１５号」に改める。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年７月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月２９日 特定非営利活動法人
ぶうしすてむ 加 藤 賢 幸 松山市衣山一丁目２３８番地４ 本法人は、障害を持つ人々が、精神的・社

会的に自立して、社会参加・就労できるよ
うになるために、コンピュータやその周辺
領域の知識や技術を利用した仕事の開拓・
研修・実習に関する事業を行うとともに、
他の障害者支援団体との交流事業を行うこ
とで障害者の社会への完全参加と自立に役
立つことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月２２日 ＮＰＯ法人
リラックスケアサポート 宗 雪 義 正 愛媛県松山市南町二丁目７番１５

号
この法人は、認定介護者または高齢者に対
して、介護に関する事業を行い、高齢者の
食生活の背景を理解し、高齢者に食事への
関心を持って頂くアプローチを進めると共
に、介護サービスを通じて、それらを実践
していき、地域及び介護家庭に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月２６日 特定非営利活動法人
愛媛県環境保全協会 藥師寺 智 愛媛県松山市西野町乙１０３番地

１
この法人は、産業型公害をはじめ地球温暖
化などの環境問題について、環境保全技術
の向上、調査・研究、情報提供に取り組む
とともに、県民や事業者等に対する普及啓
発、相談・助言、様々な活動主体や地域が
行う環境問題に対する活動の支援を行うこ
とにより、環境保全に寄与することを目的
とする。

愛 媛 県 報平成１８年７月７日 第１７７５号
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人事委員会公告

�愛媛県人事委員会公告第４号
平成１８年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

平成１８年７月７日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ホームページ http : //www.pref.ehime.jp/

平成１８年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年８月１６日（水）から９月４日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年８月１７日（木）から８月２５日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

� 初級

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

行 政 事 務 ２人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般

行政事務に従事します。

学 校 事 務 ５人程度 県立学校又は市町立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

� 資格免許職

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

程

度

大
学
卒
業

学 校 栄 養 士 ４人程度
県立学校又は市町立小学校若しくは中学校（共同調理場を含む。）に勤務し、

学校給食の栄養管理・指導等の業務に従事します。

卒
業
程
度

短
期
大
学

診療放射線技師 １人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、

放射線治療、検査等の診療放射線に関する業務に従事します。

３ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することがで

きます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定め

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月２７日 ＮＰＯ法人 たんぽぽ 椙 山 義 將 宇和島市築地町二丁目５番３５号 この法人は、障害を持った者が安心して地
域社会で暮らせるよう、日中活動の場や地
域とのふれあいの場の提供及び社会参加の
促進と自立支援活動を行い、地域に住む人
々が支え合うまちづくりと社会福祉の増進
に寄与することを目的とする。
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られている特別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

試 験 区 分 生 年 月 日 学 歴 ・ そ の 他

行 政 事 務

昭和６０年４月２日から平成元年

４月１日までに生まれた者

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く

。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」とい

う。）を卒業した者及び平成１９年３月末日までに大学等を卒業する見

込みの者は、除く。

学 校 事 務

警 察 事 務

イ 資格免許職

試 験 区 分 生 年 月 日 資 格 ・ 免 許 ・ 学 歴

学 校 栄 養 士
昭和５２年４月２日以降に生まれ

た者

次のいずれかに該当する者
１ 管理栄養士の免許を有する者又は平成１９年５月末日までにこの免
許を取得する見込みの者
２ 栄養士の免許を有する者又は平成１９年３月末日までにこの免許を
取得する見込みの者で、大学を卒業した者又はこれを平成１９年３月
末日までに卒業する見込みの者

診療放射線技師
昭和５４年４月２日から昭和６１年

４月１日までに生まれた者

診療放射線技師の免許を有する者又は平成１９年５月末日までにこの

免許を取得する見込みの者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

初

級

教 養 試 験 ５０点
公務員として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試

験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

適 性 試 験 ２１点

公務員として職務上必要な事務処理能力について、比較的簡単な問題を限られ

た時間内にできるだけ多く解答する筆記試験を行います。（択一式、解答時間１５

分）

資
格
免
許
職

教 養 試 験 ５０点

公務員として必要な一般的知識及び知能について、各試験区分に応じ、大学卒

業程度又は短期大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２

時間３０分）

専 門 試 験 ４０点

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います

。（択一式４０題、解答時間２時間）

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点
公務員として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。

（課題２題、解答時間１時間３０分）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身 体 検 査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行い

ます。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、初級

については、第１次試験の合計得点を９０点満点に換算します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛

県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 試験の日時、場所及び合格発表
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区 分 日 時 場 所 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

平成１８年

９月２４日

（日曜日）

午前９時から

午後０時５分まで

� 松山南高等学校
（松山市末広町１１番地１）

� 西条高等学校
（西条市明屋敷２３４番地）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１８年１０月中旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

資
格
免
許
職

午前９時から

午後３時まで

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

第

２

次

試

験

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。

� 資格免許職については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 初級

行政職給料表１級５号給（現行給料月額１３８，４００円）

� 資格免許職

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

学 校 栄 養 士 医療職給料表（二）２級１号給 １７６，１００円

診 療 放 射 線 技 師 医療職給料表（二）１級１７号給 １６５，０００円

ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）等の規定に基づき、

前記給料月額の３．５％が減額されています。

８ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東
京事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪
市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「初級請求」又は「資格免許職請求」と朱書し、９０円切手（１部
につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「初級申込み」又は「資格免許職申込み」と朱書し、受験票の表に必

ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付し
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てください。
受験票が９月１５日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの県・市町共同電子申請システムで

確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者
試験種目別得点、合計得点及び
順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、
合計得点及び順位並びに第２次
試験の試験種目別得点、総合得
点及び総合順位

合格発表の日から１月間

別表（４関係）

専門試験（資格免許職）の出題分野

試 験 区 分 出 題 分 野

学 校 栄 養 士
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄
養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論

診 療 放 射 線 技 師
放射線物理学、放射線計測学、基礎医学、放射線生物学（放射線衛生学を含む。）、診療画像機器学（医
用工学を含む。）、診療画像検査学・エックス線撮影技術学、医用画像情報学（画像工学を含む。）、核
医学検査技術学（放射化学を含む。）、放射線治療技術学、放射線安全管理学

�愛媛県人事委員会公告第５号
平成１８年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１８年７月７日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ＨＰ http : //www.pref.ehime.jp/

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�
��

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

�
�
�
�
��愛媛県警察本部ＨＰ http : //www.police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験を受けることにより、警視庁、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがあります。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年８月２３日（水）から９月１１日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年８月２４日（木）から９月１日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員
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愛 媛 県 警 視 庁 大 阪 府 兵 庫 県

２２ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度

なお、申込時には、次のことに注意してください。

� 警視庁、大阪府及び兵庫県の中から第２志望を選択することができます。なお、愛媛県以外の都府県を第１志望とす

ることはできません。

� 申込み後の志望都府県の変更はできません。

� 愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５１年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期

大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１９年３月末日までに卒業する

見込みの者を除く。）

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和５１年１０月１７日から平成元年４月１日まで」です。これに該当しない

場合は、警視庁を第２志望とすることはできません。

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験を行います。
（択一式５０題、解答時間２時間）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します
。
○身 長 １６０センチメートル以上であること。
○体 重 ４７キログラム以上であること。
○胸 囲 ７８センチメートル以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解
答時間１時間）

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、次のような検査を行います。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行いま
す。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５キログラム以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

垂直とび ５５センチメートル以上

腕立伏臥腕屈伸 ３０回以上

２０メートルシャトルラン ６５回以上

長座体前屈 ４５センチメートル以上

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。なお、体力検査については、７種目中４種目以上、上記の基準に満たない種目がある場合には、総

合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。
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� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１８年１０月１５日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験
�
�
�
�午後 身体検査

� 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜西高等学校
（新居浜市宮西町４番４６号）

	 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１８年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

※ 愛媛県以外の都府県の合格発表については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１９年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

	 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。


 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級９号給（現行給料月額１６９，９００円）、高校卒程度で公安職給料表１級１号給（現行給料月額１５６，２００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）

第４条第１項の規定に基づき、前記給料月額の３．５％が減額されています。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

９ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月６日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの県・市町共同電子申請システムで

確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。ただし、愛媛県を志望した受験者に限ります。
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開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の得点及び順位並び
に第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

（注）第２志望の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

�愛媛県人事委員会公告第６号
平成１８年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１８年７月７日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ＨＰ http : //www.pref.ehime.jp/

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�
��

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

�
�
�
�
��愛媛県警察本部ＨＰ http : //www.police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年８月２３日（水）から９月１１日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年８月２４日（木）から９月１日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員

７人程度

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５１年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大

学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１９年３月末日までに卒業する見込

みの者を除く。）

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験を行います。
（択一式５０題、解答時間２時間）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します
。
○身 長 １５５センチメートル以上であること。
○体 重 ４５キログラム以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。
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第

２

次

試

験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解
答時間１時間）

体 力 検 査 －

警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、次のような検査を行います。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行いま
す。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５キログラム以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

垂直とび ４０センチメートル以上

腕立伏臥腕屈伸 １５回以上

２０メートルシャトルラン ３５回以上

長座体前屈 ４５センチメートル以上

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。なお、体力検査については、７種目中４種目以上、上記の基準に満たない種目がある場合には、総

合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１８年１０月１５日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験
�
�
�
	午後 身体検査


 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜西高等学校
（新居浜市宮西町４番４６号）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１８年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

７ 合格から採用まで


 この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１９年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等


 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級９号給（現行給料月額１６９，９００円）、高校卒程度で公安職給料表１級１号給（現行給料月額１５６，２００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）

第４条第１項の規定に基づき、前記給料月額の３．５％が減額されています。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。
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雑 報

�公 告

平成１８年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定に

より愛媛県知事から財団法人行政書士試験研究センターに委

任された行政書士試験について、行政書士試験の施行に関す

る定め（平成１１年自治省告示第２５０号）第８に基づき、次の

とおり公示します。

平成１８年７月７日

財団法人行政書士試験研究センター

理事長 池ノ内 祐 司

１ 試験期日

平成１８年１１月１２日（日）午後１時から午後４時まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市文京町４－２ 松山大学

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４６題）

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とする。

）、民法、商法及び基礎法学の中

からそれぞれ出題し、法令につい

ては、平成１８年４月１日現在施行

されている法令に関して出題しま

す。

行政書士の業務に

関連する一般知識

等

（出題数 １４題）

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解

※ 商法については、平成１８年４月１日現在施行されて

いる法令に関して出題しますが、会社法（平成１７年法

律第８６号）により実質的な改正が行われた部分につい

ては、原則出題しないものとします。

� 試験の方法

ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令

等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連す

る一般知識等」は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します

。

９ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月６日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの県・市町共同電子申請システムで

確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の得点及び順位並び
に第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間
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４ 受験手続

� 郵送による受験申込み

ア 受付期間

平成１８年８月７日（月）から９月８日（金）まで

イ 受付場所

（財）行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により配達記録郵便

で郵送してください（あて先は印刷されています。）

。９月８日の消印があるものまで受け付けます。

ウ 提出書類

受験願書一式（配布場所についてはオを御覧くださ

い。）

エ 受験手数料

７，０００円

受験手数料の納付方法については、試験案内を御覧

ください。

オ 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配

布場所

� 郵送配布

配布期間 平成１８年８月７日（月）から８月３１日

（木）まで

郵送を希望する方は、１４０円分の切手をはった、

あて先明記の返信用封筒（角２号：Ａ４サイズの用

紙が折らずに入る大きさ）を同封した上、封筒の表

に「行政書士試験願書請求」と朱書きして、下記あ

て先まで郵便で請求してください（８月３１日必着の

こと。）。

名称 （財）行政書士試験研究センター

住所 〒１００―８７７９ 東京中央郵便局留

� 窓口配布

ａ 配布期間

平成１８年８月７日（月）から９月８日（金）ま

で

ｂ 配布場所

別表に掲げる場所

� インターネットによる受験申込み

ア 受験申込み画面への入力

（財）行政書士試験研究センターのホームページ（

http://gyosei-shiken.or.jp）からインターネット出願画
面に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく

入力してください。

イ 受験手数料の払込み

� 受験手数料（７，０００円）の払込みはクレジットカ

ード（申込者本人名義のものに限る。）による決済

のみとなります。

� 利用できるクレジットカード

ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒ・ＵＣ

� 一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還

しません。

ウ 受付期間

� 平成１８年８月７日（月）から９月８日（金）午後

５時まで

この出願システムは、９月８日（金）午後５時で

終了します。接続中（入力中）であっても申込みが

できなくなりますので御注意ください。

� 最終日（９月８日）は大変混雑が予想されますの

で、余裕を持って申し込んでください。

� 連絡先（問い合わせ先）

（財）行政書士試験研究センター

電話番号 ０３―５２５１―５６００

５ 特例措置の実施

身体の機能に著しい障害のある方は、障害の状況より必

要な措置を講ずることがありますので、受験申込みに先立

って必ず連絡先へ御相談ください。平成１８年度から、全盲

等重度の視覚障害のある方にも対応できるよう点字試験を

導入します。

６ 合格発表の日時及び方法

� 日時

平成１９年１月２９日（月）午前９時

� 方法

（財）行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の

受験番号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者

全員に合否通知書を郵送します。また、（財）行政書士

試験研究センターホームページ（http://gyosei-shiken.or.
jp）に合格者の受験番号を登載します。

別表（４関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配

布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部新行政推

進局私学文書課

松山市一番町４－

４－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県西条地方局総務

県民部総務調整課

西条市喜多川７９６

－１

愛媛県今治地方局総務

県民部総務調整課

今治市旭町１－４

－９

愛媛県松山地方局総務

県民部総務調整課

松山市北持田町１３

２

愛媛県八幡浜地方局総

務県民部総務調整課

八幡浜市北浜１－

３－３７

愛媛県宇和島地方局総

務県民部総務調整課

宇和島市天神町７

－１

愛媛県行政書士会 松山市三番町４－

１０－１

愛媛県三番町ビル

１階

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日及び日曜日は、配布しません。

�公営企業任免辞令
６月１日

山 脇 孝

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院内科医長を命ずる

（県立中央病院） 篠 森 健 介
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（同 ） 岩 村 卓 明

（同 ） 小 亀 雅 広

（同 ） 鍋 田 多恵子

（同 ） 塩 尻 正 明

（県立南宇和病院） 山 内 美 奈

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

（県立南宇和病院） 西 原 志 穂

（県立新居浜病院） 西 本 亜 弥

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

�������
�公営企業任免辞令

６月２日

愛媛県技術吏員 松 本 美 幸

願により本職を免ずる

�������
�公営企業任免辞令

６月４日

愛媛県技術吏員 田 中 正 道

願により本職を免ずる
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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